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【令和元年１２月 期末・勤勉手当の支給について】

１ 支給日 令和元年１２月１０日（火）

２ 支給割合（平均支給割合）

令和元年１２月期末・勤勉手当支給割合表

期 末 手 当 勤 勉 手 当

区 分 合 計

在職期間 支 給 割 合 勤務期間 平 均 支 給 割 合

一般職 ６箇月 1.3月分 (1.1月分) ６箇月 0.925月分（1.125月分） 2.225月分(2.225月分）

特別職 ６箇月 1.675月分 1.675月分

（ ）内については、特定幹部職員（部長級及び次長級）の支給割合

※ 一般職(特定幹部職員を含む。)の期末手当の支給割合は、昨年の人事委員会勧告を受けて年間支給割合の平準化を図ったことにより、昨年12月(改定

前)に比べて0.075月の減、勤勉手当の平均支給割合は、同勧告を受け給与改定を行ったことにより0.025月の増となっています。（合計△0.05月）

なお、本年12月議会において、人事委員会勧告に基づき勤勉手当を0.05月引き上げる条例案を上程しており、議決された場合には後日差額が支給さ

れます。

※ 知事及び副知事の期末手当の支給割合は、昨年度に年間支給割合を平準化する改定を行ったことにより、昨年12月(改定前)に比べて、0.05月の減と

なっています。

また、期末手当の支給額については、県の財政状況を考慮し、支給額から６％カットした額となります。

なお、国の特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴い、知事及び副知事も国と同様に期末手当を0.05月引き上げる条例案を上程しており、

議決された場合には後日差額が支給されます。（議員等の期末手当についてもこの条例を準用しているため、議決された場合には後日差額が支給されます。)

３ 勤務成績による勤勉手当の支給割合の区分

勤勉手当の平均支給割合は0.925月分（特定幹部職員1.125月分）ですが、評定期間中(R1.6.2～R1.12.1）の職員の勤務成績に応じて、下表のとおり支給割

合を区分しています。

区 分 勤務期間 課長級以下の職員 特定幹部職員 ※ 勤務成績による勤勉手当の支給割合も昨年から変更されます。
昨年の支給割合 課長級以下の職員 特定幹部職員

特に優秀 ６箇月 １．１９５月分 １．３９５月分 特に優秀 １．１７月分 １．３７月分
優秀 １．０２月分 １．２２月分

優秀 ６箇月 １．０４５月分 １．２４５月分 標準 ０．８７月分 １．０７月分 お問い合わせ先
特に不良 ０．７３月分 ０．９３月分 人事課 給与班

標準 ６箇月 ０．８９５月分 １．０９５月分 担当者名 岡本、鈴木
内線番号 ２１２７

特に不良 ６箇月 ０．７５５月分 ０．９５５月分 外線番号 073-441-2120



○支給総額 ○支給内訳 （一般職）

支 給 額 人 員 支 給 総 額 対前年比 一人当り平均額 対前年比 平均年齢

知事部局職員 ３，１４５，４１６，９４８円 知事部局職員 3,834 人 3,145,417 千円 97.19 ％ 820,401 円 97.37 ％ 45才 3月

教育関係職員 ７，８２９，７０６，６５４ 教育関係職員 9,616 7,829,707 96.76 814,237 96.91 43才 3月

警察関係職員 １，９５０，８２８，３９８ 警察関係職員 2,500 1,950,828 98.03 780,331 98.34 38才 7月

小 計 １２，９２５，９５２，０００ 合 計 15,950 12,925,952 97.05 810,405 97.23 43才 0月

知 事 ２，８７６，７６９ ※ 金額については税込みの額です。

副 知 事 ２，２５８，６２０

◎特別職
議 長 ２，３０７，３１２

期末手当 対前年比 共済掛金 所 得 税 差引支給額 備 考

副 議 長 １，９６７，２８７

知 事 2,876,769 円 97.10% 275,102円 850,016円 1,751,651円

議 員 ７４，８０５，４８０

（ ４０人） 副 知 事 2,258,620 97.10 111,414 657,689 1,489,517

小 計 ８４，２１５，４６８ 議 長 2,307,312 97.10 706,729 1,600,583

支給総額 １３，０１０，１６７，４６８ 副 議 長 1,967,287 97.10 562,408 1,404,879

議員１人当り 1,870,137 97.10 500,265 1,369,872 議 長 、副 議 長 を 除く 議 員1 人 当り の 平均 額を 記 載

※ 知事及び副知事については、期末手当６％カット後の金額です。


